
第三回ORIONデータの第三者提供について（案） 

 

 

１ 提供データ 

・2016年～2022年に救急搬送された傷病者の情報 

 

２ 提供申請者の範囲 

・大阪府内の救急告示医療機関に属する者 

・大阪府内の消防機関に属する者 

 

３ 提供スケジュール 

時期 内容 

令和６年 

９月 11日 
大阪府救急医療対策審議会 

10月上旬 
府内救急告示医療機関・府内消防機関・関係機関への情報提供 

大阪府ホームページへの掲載等 

10月中旬 説明会の実施（第三者提供の概要、提供データの説明） 

10月中旬 （説明会後）申請受付開始 

12月中旬 申請締切 

12月下旬 事務局による事前審査 

令和７年 

１月中旬 
ＯＲＩＯＮデータ利用の審査に関する部会（申請内容の審査） 

１月下旬 審査結果の通知 

２月上旬 ＯＲＩＯＮデータ提供依頼書、誓約書等の提出 

３月中旬 ＯＲＩＯＮデータの提供 

  ※時期については申請件数に応じて調整する場合がある  

資料３ 


